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定年および退職金制度の改定に関するお知らせ 

 

 当社は、労使合意の下、定年および退職金制度を改定することとし、２月１日付(予定)で、厚生労働省に

対して新たな退職金制度の規約認可申請を行うこととなりましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．制度改定の目的 

 当社は、2009 年 10 月の３社（富士電機Ｅ＆Ｃ、古河総合設備、富士電機総設）統合以来、新会社として

の一体感の醸成、将来債務の削減、並びに、厚生年金支給年齢の繰り下げと税制適格年金の廃止に対応し従

業員の自立意識を高めつつ安心感も得られる制度構築のため、検討を重ねてまいりました。 

 今般、新会社として、2012 年４月より定年年齢を満 65 歳に統一するとともに、退職金制度と満 60 歳以

降の賃金制度を改定・統一することといたしました。 

 新たな退職金制度につきましては、確定給付企業年金制度と確定拠出企業型年金制度とを組み合わせた制

度に移行することとし、今般、当社単独の規約型確定給付企業年金制度につき、厚生労働省へ認可申請を行

うものです。 

 

２．新制度の概要 

 (1)導入時期   平成 24 年４月１日（予定） 

 (2)確定給付企業年金制度 

   総幹事業務委託機関：みずほ信託銀行株式会社 

 (3)確定拠出企業型年金制度 

   運営管理機関：みずほ銀行株式会社 

    記録関連運営管理機関：日本インベスター･ソリューション･アンド･テクノロジー株式会社 

    運用関連運営管理機関：確定拠出年金サービス株式会社 

    資産管理機関：みずほ信託銀行株式会社 

 

３．業績に与える影響 

 本改定に伴う、当期の業績への影響は現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。 

 

以  上 


